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新型コロナウイルス感染症対策に関する特別要望 
 

新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面

に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、安全・円滑なワクチン接種の実

施、医療提供体制や検査体制の強化、経済対策の強化など、引き続き国と地方

が一体となり、対策を迅速かつ的確・強力に推進していく必要がある。 

また、感染拡大は、生活様式や働き方、価値観等にも多大な影響をもたらす

とともに、⼈⼝の過度の集中に伴うリスクやデジタル技術の有⽤性を再認識さ

せ、当該リスク等にも適応した新たな社会システムへの転換に向けた取組も急

務である。 

一方、国・地方ともに税収の減少が懸念されており、地方財政を取り巻く環

境は、引き続き極めて厳しいものになることが想定される。 

こうした中で、町村の実情に応じた⾏政サービスを持続的に提供していくた

めには、地方交付税等の一般財源総額の確保・充実が不可⽋である。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１ 安全・円滑なワクチン接種の実施 

⑴ ワクチン接種については、「国民の安全・安心を第一に進めていく」との

基本姿勢のもと、接種の意義、安全性・有効性、副反応等の情報を、国民

に迅速・的確かつ分かりやすく周知・広報すること。 

⑵ 必要十分なワクチン量を確保し、途切れなく供給するとともに、各地方

公共団体に順次供給されるワクチンの種類や数量、時期等の情報について、

配送数量の確定日をより早期に示すなど、円滑な流通に資する対策を講じ

ること。 
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⑶ 地域の実情に応じて地方公共団体、医療機関等が連携して安全・円滑に

接種が実施できるよう、得られた知見や副反応、ワクチンの適切な管理方

法、システム運⽤等の情報について、当該分析等を含め、国や地方公共団

体、医療機関等で迅速に共有するとともに、諸課題について検証しながら

丁寧かつ着実に進めること。 

⑷ ワクチン休暇の導入支援など、接種環境の改善に向けて対策を講じると

ともに、接種対象年齢の拡大について検討を進めること。 

⑸ 複数のワクチンが承認・配分されているが、接種主体が各接種会場で使

⽤するワクチンを選択する際の考え方を示すこと。 

⑹ 離島や過疎地等の条件不利地域をはじめ、地方公共団体が接種を担う⼈

材を確実に確保できるよう、潜在⼈材の掘り起こしや関係団体への派遣の

働きかけなど、万全の対策を講じること。 

   また、接種ができる者の範囲拡大の検討を進めること。 

⑺ 注射器、保冷バック・保冷剤等の接種に必要な資器材について、現場で

必要数量を確保できるよう、引き続き対策を講じること。 

⑻ ワクチン接種に要する費⽤について、送迎費等の関連費⽤も含めて地方

負担が生じないよう、引き続き地方の実情や意見を十分に踏まえ、万全の

財政措置を講じること。 

⑼ 接種を担う医療従事者等の関係者が、通常診療の休止など、通常業務へ

の影響を踏まえた報酬を受け取れるよう、十分な財政支援を⾏うこと。 

⑽ ワクチン接種円滑化システム（V－SYS）やワクチン接種記録システム

（VRS）の簡便な運⽤など、接種に係る事務作業を極力省力化し、現場の

負担軽減を図ること。 

⑾ 国産ワクチン開発・製造の速やかな認可や万全の財政支援により、ワク

チンの安定的な供給体制を確保すること。 

⑿ 接種したワクチンの効果について、変異株による減少や時間的減退等を

迅速・的確に把握し、追加接種や国産ワクチンの開発・実⽤化・生産体制
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確立といった対策が、より安全かつ効果的に実施されるよう、国や地方公

共団体、事業者等の連携体制を強化すること。 

⒀ ワクチン接種に係るシステムについて、十分なサポート体制を確保する

とともに、万全のセキュリティ対策を講じること。   

また、システムトラブル発生時にワクチン配分・配送等に影響が出ない

よう、必要となる対策を講じること。 

 

２ 感染防止・医療提供体制等の強化 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の正確かつ分かりやすい情報を、国民、地方

公共団体、医療機関、事業者等に対し、適切かつ迅速に提供すること。 

また、感染予防及び受診・治療体制について周知徹底すること。 

⑵ 更なる感染拡大を防止するため、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

が発出された区域をはじめとした感染拡大地域との往来の自粛や、往来す

る場合の感染防止対策の徹底等について、国民に強く呼びかけること。 

⑶ 衛生物資や検査⽤物資の安定的な生産・供給体制を確保すること。特に、

医療機関や介護施設で使⽤する防護服、手袋やマスク等の物資については、

必要数を確保し、迅速に提供すること。 

また、必要となる機器や物資の確保について、適切な財政措置を講じる

こと。 

⑷ 病床と宿泊療養施設の更なる確保に向けて、医療関係団体等に対して働

きかけを強力に⾏うこと。 

⑸ 必要な検査・治療が確実かつ迅速に受けられるなど、検査・治療体制を

早急に構築するとともに、検査等の費⽤について、万全の財政措置を講じ

ること。 

また、治療法を確立し、治療薬等を開発する研究機関や企業に対して十

分な支援を⾏うとともに、医薬品・医療機器等の産業育成を進めること。 
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⑹ 保健所等の関係機関が感染ルートを探知して感染を封じ込むため、積極

的疫学調査、検査、入院・治療の徹底に対して、十分な財政措置等の対策

を講じるとともに、保健所や地方衛生研究所の体制を抜本的に強化するこ

と。 

⑺ 民間検査機関における自費検査について、陽性の結果が迅速・確実に保

健所に共有される仕組みを構築すること。 

⑻ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について、地域の実情に

応じた対策を進めることができるよう、必要額の確保や対象事業の拡充を

⾏うとともに、柔軟な運⽤を可能とすること。 

⑼ 医療機関や介護施設が感染防止対策を適切に実施できるよう、十分な財

政措置を講じること。 

また、医療従事者や介護従事者について必要な⼈員が確保できるよう、

支援体制を強化すること。 

⑽ 医療、介護、教育等での感染防止対策等のため、関係施設における空調

設備等の整備や維持管理費について、必要な財政措置を講じること。 

⑾ 一般病床の転⽤など病棟単位での感染症の病床確保による一般患者の受

入体制の縮小、多くの空床が生じることによる減収、風評被害、受診控え

など、病院経営が切迫している現状を踏まえ、感染症対策はもとより、地

域医療提供体制が維持できるよう、救急搬送体制の整備や医療従事者の派

遣など、国・都道府県の連携による広域的な支援体制を構築するとともに、

十分な財政措置を講じること。 

⑿ 災害時における避難所等での感染防止対策や必要な物資の確保、医療介

護体制の整備等に万全を期すため、十分な財政措置等の対策を講じること。 

⒀ 季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時に流⾏する事

態に備え、インフルエンザワクチンの供給・接種体制の確保など、万全の

対策を講じること。 
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⒁ 感染者や医療従事者、濃厚接触者等に対する偏見や差別、誹謗中傷を防

ぐための対策を強力に講じること。 

⒂ 新型コロナウイルス感染症対策に係る相談窓⼝の体制を強化すること。

特に、感染症の影響から生じる生活不安等により増加が懸念される虐待、

DV、ひきこもり、孤独・孤立、自殺等について、相談窓⼝の周知や体制を

拡充するとともに、実態を把握した上で、支援団体と連携したアウトリー

チ型の支援等の対策を強力に講じること。 

⒃ 生活福祉資金の特例貸付について、償還免除の要件緩和や償還猶予制度

の弾力的な運⽤等の対策を講じること。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険、国民健康保険、

後期高齢者医療制度における保険料の減免について、十分な財政支援を継

続すること。 

⒄ 変異株の確認を踏まえた検疫体制強化など、水際対策の徹底に万全を期

すこと。 

 

３ 経済対策等の強化 

⑴ 地域経済への影響は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域

にかかわらず幅広い業種において深刻であり、既存支援策の期間延長、要

件緩和、再給付を含め、地域によって支援の差が生じることのないよう、

強力な経済対策を講じること。 

また、当該対策の活⽤について周知を徹底するとともに、相談窓⼝等の

サポート体制を充実・強化すること。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、緊急事態

宣言等の対象地域にかかわらず、地域経済への支援や感染防止対策を継続

的に実施していく必要があることから、地方公共団体が必要とする額を十

分に確保し、速やかに配分するとともに、地域の実情に応じて必要な事業

が実施できるよう、柔軟な枠の見直し、手続きの簡素化など、自由度の高
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いものとすること。 

また、配分に当たっては、地域経済を支える取組は広範多岐にわたるた

め、地方の意見を十分に踏まえること。 

⑶  地域経済への影響を最小限に留めるため、中小企業・小規模事業者、農

林漁業者等の資金繰り対策に万全を期すこと。 

また、事業の継続・承継を断念することのないよう、事業承継税制や事

業承継補助金を拡充すること。 

⑷ 新型コロナウイルス感染症の影響により、特に女性の就業割合の高い非

正規雇⽤労働者の離職者数が増加していることも踏まえ、それぞれの状況・

特性に応じた実効性のある雇⽤対策を講じること。 

⑸ 地域経済への影響について、風評被害防止など積極的な対策を講じると

ともに、地方公共団体の負担に対し、十分な財政措置を講じること。 

⑹ 外出の自粛等の影響により、鉄道、バス、タクシー等の地域公共交通の

利⽤者が大幅に減少していることから、経営安定や感染防止対策について、

財政支援を強化すること。 

⑺ 中小企業や小規模事業者等に対して不当な価格低減要求が⾏われないよ

う、周知・管理体制を強化すること。 

また、供給量が不足する物資の円滑・公正な流通を確保するための対策

を講じること。 

⑻ 国産農林水産物の急激な需要減少や価格下落により収入減となった農林

漁業関係者に対して、販売促進や需要喚起、次期作に係る支援など、対策

を強化すること。 

⑼ 消費拡大を喚起するための交付金の創設など、景気浮揚対策を講じるこ

と。 
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４ 教育・子育てへの対応 

⑴ 児童生徒の学びを保障するため、GIGAスクール構想の着実な実施や休

日の利⽤等の取組について、地方公共団体の創意工夫を最大限尊重すると

ともに、教員等の端末の更新費⽤や通信費を含め、十分な財政措置を講じ

ること。 

また、放課後児童クラブや保育所等の子どもの生活対策について、十分

な財政措置を講じるとともに、放課後児童支援員や保育士の処遇改善等を

推進すること。 

⑵ 児童生徒への平等な学習機会を確保するため、オンライン学習に係る統

一的な基準の作成を進めるとともに、教員の負担軽減にも資するICT支援

員や学習指導員の確保・配置水準の引き上げ等について、必要な対策を講

じるとともに、十分な財政措置を講じること。 

⑶ 学校や保育所等での集団感染の予防のため、マスクや消毒液等の衛生物

資の確保について、十分な財政措置を講じること。 

 

５ 今後の対策等 

⑴ 新型コロナウイルスの感染拡大リスクの低減や、今後発生が懸念されて

いる首都直下地震等の大規模災害における危機管理等の観点から、東京一

極集中等の⼈⼝の過度の集中の是正に向けた積極的な対策を推進すること。 

⑵ 遠隔医療、遠隔教育やテレワークなど、多様な分野におけるデジタル化

の取組を推進するために必要となる情報通信基盤について、条件不利地域

も含めて加速的に整備が進むよう、財政的・技術的支援を拡充すること。 

⑶ 安全・安心な住民生活の実現と経済回復を加速させるため、国土強靱化

等の社会資本整備を着実に推進すること。 
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６ 地方財源の確保・充実等 

⑴ 新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、⼈⼝減少対策、

福祉・医療、教育・子育て、地域経済活性化、雇⽤対策、⼈づくり、国土

強靱化のための防災・減災事業、デジタル化や脱炭素社会の実現等の財政

需要について、町村の実情に沿ったきめ細かな⾏政サービスを十分担える

よう、地方財政計画に適切に反映するとともに、町村の安定的な財政運営

に必要な地方交付税等の一般財源総額を確実に確保・充実すること。その

際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発⾏額の縮減に努めると

ともに、償還財源を確保すること。 

  また、臨時財政対策債については、安定的に資金調達ができるよう、財

政融資資金等を確保すること。 

⑵ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に

発揮できるよう、総額を確保・充実するとともに、個々の地方公共団体レ

ベルでの一般財源の確保・充実にも留意すること。 

⑶ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、税収等の減少が懸念されるた

め、令和２年度限りとされている減収補填債の対象税目拡大や特別減収対

策債の継続など、万全の減収補填措置を講じること。 

⑷ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとと

もに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図るこ

と。特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根

幹を揺るがす見直しは、断じて⾏わないこと。 

また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資

産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、

今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 

⑸ 新型コロナウイルス感染症対策に係る財政需要が生じる場合には、町村

が迅速に事業を実施できるよう、必要な財政措置を講じること。 
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⑹ 新型コロナウイルス感染症の影響により、各種事業の進捗に遅れが出る

ことが懸念されるため、公共施設等適正管理推進事業債など、今年度以降

事業期限を迎える地方債について延長すること。 

⑺ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国庫補助事業が中止・見直し

となる事例が発生していることから、既に実施した事業の交付済みの補助

金等については、国庫への返還を不要とすること。 

また、事業の遅れ・延期に伴う繰越や事業内容の変更について柔軟に対

応するとともに、事務手続きを簡素化すること。 
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